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愛媛県県税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

第１号様式（第１条関係）

１ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

第１号様式（第１条関係）

１ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、税額が２，０００

円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数は、切り捨

てる。）に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については年 パーセント、

注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、税額が２，０００

円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数は、切り捨

てる。）に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については年 パーセント、
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年１月１日以後の期間については各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算した延

滞金額を加算して納付しなければなりません。計算して得

た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満

である場合は、これを切り捨ててください。

２・３ 省略

年１月１日以後の期間については各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の特例基準割合（当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算した延

滞金額を加算して納付しなければなりません。計算して得

た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満

である場合は、これを切り捨ててください。

２・３ 省略

備考 １ 省略

２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の５第２

項の規定の適用がないものとしたときの個人の事業税

の第２期の納期の末日が土曜日又は日曜日に該当する

場合は、注意１中「年 パーセント、 年１月１

日以後」とあるのは「年 パーセント（当該期間のう

ち 年１月１日以後の期間については、年７．３パ

ーセントの割合と 年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条

第２項に規定する平均貸付割合 に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パ

ーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い

割合）、当該経過する日後」と、「延滞金特例基準割

合（ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。）」とあるのは

「延滞金特例基準割合」と記載すること。

２ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

備考 １ 省略

２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の５第２

項の規定の適用がないものとしたときの個人の事業税

の第２期の納期の末日が土曜日又は日曜日に該当する

場合は、注意１中「年 パーセント、 年１月１

日以後」とあるのは「年 パーセント（当該期間のう

ち 年１月１日以後の期間については、年７．３パ

ーセントの割合と 年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条

第２項の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パ

ーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い

割合）、当該経過する日後」と、「特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。）」とあるのは

「特例基準割合 」と記載すること。

２ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

省略 省略

注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、税額が２，０００

円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数は、切り捨

てる。）に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については年 パーセント、

年１月１日以後の期間については各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算した延

滞金額を加算して納付しなければなりません。計算して得

た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満

である場合には、これを切り捨ててください。

２・３ 省略

注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、税額が２，０００

円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数は、切り捨

てる。）に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については年 パーセント、

年１月１日以後の期間については各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の特例基準割合（当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算した延

滞金額を加算して納付しなければなりません。計算して得

た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満

である場合には、これを切り捨ててください。

２・３ 省略

備考 １ 省略

２ １１月又は１２月に納税通知書を交付する場合におい

て、納期限の翌日の属する年と納期限の翌日から１月

を経過する日の属する年が異なる場合は、注意１中

「年 パーセント、 年１月１日以後」とあるの

備考 １ 省略

２ １１月又は１２月に納税通知書を交付する場合におい

て、納期限の翌日の属する年と納期限の翌日から１月

を経過する日の属する年が異なる場合は、注意１中

「年 パーセント、 年１月１日以後」とあるの
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は「年 パーセント（当該期間のうち 年１月１

日以後の期間については、年７．３パーセントの割合と

年の延滞金特例基準割合（ 租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合とのうちいずれか低い割合）、当該経過

する日後」と、「延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準

割合」と記載すること。

３ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

は「年 パーセント（当該期間のうち 年１月１

日以後の期間については、年７．３パーセントの割合と

年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合とのうちいずれか低い割合）、当該経過

する日後」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）」とあるのは「特例基準割合

」と記載すること。

３ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

省略 省略

省略 省略

注

意

１ 納期限までに納付しなかつた場合におい

て、税額が２，０００円以上であるときは、納

期限の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当 該 税 額（１，０００円 未 満 の 端 数

は、切り捨てる。）に対し年 パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については年 パーセント、

年１月１日以後の期間については各年ごと

にそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該

各年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条

第２項に規定する平均貸付割合 に年１

パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とのうちいずれか低い割合）の割合

で計算した延滞金額を加算して納付しなけ

ればなりません。計算して得た額に１００円

未満の端数がある場合又は全額が１，０００円

未満である場合は、これを切り捨ててくだ

さい。

２・３ 省略

注

意

１ 納期限までに納付しなかつた場合におい

て、税額が２，０００円以上であるときは、納

期限の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当 該 税 額（１，０００円 未 満 の 端 数

は、切り捨てる。）に対し年 パーセント

（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については年 パーセント、

年１月１日以後の期間については各年ごと

にそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該

各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条

第２項の規定により告示された割合に年１

パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とのうちいずれか低い割合）の割合

で計算した延滞金額を加算して納付しなけ

ればなりません。計算して得た額に１００円

未満の端数がある場合又は全額が１，０００円

未満である場合は、これを切り捨ててくだ

さい。

２・３ 省略

備考 省略

４ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

備考 省略

４ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、税額が２，０００

円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数は、切り捨

てる。）に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については年 パーセント、

年１月１日以後の期間については各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、税額が２，０００

円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数は、切り捨

てる。）に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については年 パーセント、

年１月１日以後の期間については各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の特例基準割合（当該年

の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第
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２項に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算した延

滞金額を加算して納付しなければなりません。計算して得

た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満

である場合は、これを切り捨ててください。

２・３ 省略

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算した延

滞金額を加算して納付しなければなりません。計算して得

た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満

である場合は、これを切り捨ててください。

２・３ 省略

備考 １ 省略

２ １１月又は１２月に納税通知書を交付する場合におい

て、納期限の翌日の属する年と納期限の翌日から１月

を経過する日の属する年が異なる場合は、注意１中

「年 パーセント、 年１月１日以後」とあるの

は「年 パーセント（当該期間のうち 年１月１

日以後の期間については、年７．３パーセントの割合と

年の延滞金特例基準割合（ 租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合とのうちいずれか低い割合）、当該経過

する日後」と、「延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準

割合」と記載すること。

５ （納税通知書）

備考 １ 省略

２ １１月又は１２月に納税通知書を交付する場合におい

て、納期限の翌日の属する年と納期限の翌日から１月

を経過する日の属する年が異なる場合は、注意１中

「年 パーセント、 年１月１日以後」とあるの

は「年 パーセント（当該期間のうち 年１月１

日以後の期間については、年７．３パーセントの割合と

年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合とのうちいずれか低い割合）、当該経過

する日後」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）」とあるのは「特例基準割合

」と記載すること。

５ （納税通知書）

省略 省略

省略 省略

注 意 注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、

税額が２，０００円以上であるときは、納期限の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）

に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間については年 パーセ

ント、 年１月１日以後の期間については

各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と

当該各年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項に規定する平均貸付割合 に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。）に年７．３パ

ーセントの割合を加算した割合とのうちいずれ

か低い割合）の割合で計算した延滞金額を加算

して納付しなければなりません。計算して得た

額に１００円未満の端数がある場合又は全額が

１，０００円未満である場合は、これを切り捨てて

ください。

２～４ 省略

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、

税額が２，０００円以上であるときは、納期限の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）

に対し年 パーセント（納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間については年 パーセ

ント、 年１月１日以後の期間については

各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と

当該各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項の規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。）に年７．３パ

ーセントの割合を加算した割合とのうちいずれ

か低い割合）の割合で計算した延滞金額を加算

して納付しなければなりません。計算して得た

額に１００円未満の端数がある場合又は全額が

１，０００円未満である場合は、これを切り捨てて

ください。

２～４ 省略

備考 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の５第２項の

規定の適用がないものとしたときの個人の事業税の第２期

の納期の末日が土曜日又は日曜日に該当する場合は、注意

備考 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の５第２項の

規定の適用がないものとしたときの個人の事業税の第２期

の納期の末日が土曜日又は日曜日に該当する場合は、注意
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１中「年 パーセント、 年１月１日以後」とあるの

は「年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以

後の期間については、年７．３パーセントの割合と 年

の延滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同

じ。）に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちい

ずれか低い割合）、当該経過する日後」と、「延滞金特例

基準割合（ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。）」とあるのは「延

滞金特例基準割合」と記載すること。

６ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

１中「年 パーセント、 年１月１日以後」とあるの

は「年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以

後の期間については、年７．３パーセントの割合と 年

の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合

に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同

じ。）に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちい

ずれか低い割合）、当該経過する日後」と、「特例基準割

合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。）」とあるのは「特

例基準割合 」と記載すること。

６ （納税通知書）

（表） 省略

（裏）

省略 省略

省略 省略

注 意 注 意

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、

税額が２，０００円以上であるときは、納期限の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）に対

し年 パーセント（納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については年 パーセン

ト、 年１月１日以後の期間については各

年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当

該各年の延滞金特例基準割合（ 租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項

に規定する平均貸付割合 に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。）に年７．３パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低

い割合）の割合で計算した延滞金額を加算して

納付しなければなりません。計算して得た額に

１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円

未満である場合は、これを切り捨ててくださ

い。

２～４ 省略

１ 納期限までに納付しなかつた場合において、

税額が２，０００円以上であるときは、納期限の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税

額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）に対

し年 パーセント（納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については年 パーセン

ト、 年１月１日以後の期間については各

年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当

該各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項

の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。）に年７．３パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低

い割合）の割合で計算した延滞金額を加算して

納付しなければなりません。計算して得た額に

１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円

未満である場合は、これを切り捨ててくださ

い。

２～４ 省略

第９号様式（第１条関係）

１ （督促状）

（表）

第９号様式（第１条関係）

１ （督促状）

（表）

省略 注意

１ 省略

２ 延滞金は、税額が２，０００円以上であるものについ

て、納期限の翌日から納付（納入）の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、納期限の翌日から

年 月 日までの期間については年 パー

セント、 年 月 日以後の期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１

日以後の期間については、各年ごとにそれぞれ年

省略 注意

１ 省略

２ 延滞金は、税額が２，０００円以上であるものについ

て、納期限の翌日から納付（納入）の日までの期

間の日数に応じ、当該税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、納期限の翌日から

年 月 日までの期間については年 パー

セント、 年 月 日以後の期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１

日以後の期間については、各年ごとにそれぞれ年
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１４．６パーセントの割合と当該各年の延滞金特例基

準割合（ 租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算した割合と

のうちいずれか低い割合）の割合で計算してくだ

さい。計算して得た額に１００円未満の端数がある場

合又は全額が１，０００円未満である場合は、これを切

り捨ててください。

３・４ 省略

１４．６パーセントの割合と当該各年の特例基準割合

（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割

合に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算した割合と

のうちいずれか低い割合）の割合で計算してくだ

さい。計算して得た額に１００円未満の端数がある場

合又は全額が１，０００円未満である場合は、これを切

り捨ててください。

３・４ 省略

（裏） 省略

備考 １ 省略

２ 法人の県民税及び事業税については、注意２中「納

期限の翌日から 年 月 日までの期間について

は年 パーセント、 年 月 日以後の期間につ

いては年 パーセント（当該期間のうち 年１月

１日以後の期間については、各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の延滞金特例基準割

合（ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。）に年７．３パー

セントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）の割合で計算してください。」とあるのは、「次

の期間の日数に応じ、それぞれに掲げる割合で計算し

た額の合計額です。

� 年 月 日から 年 月 日まで 年

パーセント

� 年 月 日から 年 月 日まで 年

パーセント

（ただし、県民税のうち 円及び事業税のうち

円については、 年 月 日から 年

月 日までの期間を除く。）

� 年 月 日以後 年 パーセント（当該期

間のうち 年１月１日以後の期間については、

各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該

各年の延滞金特例基準割合（ 租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）」

と記載すること。

なお、�又は�において延滞金の割合の変更が２回

以上ある場合は、�及び�中「年 パーセント」の下

に「、 年 月 日から 年 月 日まで

年 パーセント」を適宜追加して記載すること。

３ 省略

２ （督促状）

（表） 省略

（裏）

（裏） 省略

備考 １ 省略

２ 法人の県民税及び事業税については、注意２中「納

期限の翌日から 年 月 日までの期間について

は年 パーセント、 年 月 日以後の期間につ

いては年 パーセント（当該期間のうち 年１月

１日以後の期間については、各年ごとにそれぞれ年

１４．６パーセントの割合と当該各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。）に年７．３パー

セントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）の割合で計算してください。」とあるのは、「次

の期間の日数に応じ、それぞれに掲げる割合で計算し

た額の合計額です。

� 年 月 日から 年 月 日まで 年

パーセント

� 年 月 日から 年 月 日まで 年

パーセント

（ただし、県民税のうち 円及び事業税のうち

円については、 年 月 日から 年

月 日までの期間を除く。）

� 年 月 日以後 年 パーセント（当該期

間のうち 年１月１日以後の期間については、

各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該

各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とのうちいずれか低い割合）」

と記載すること。

なお、�又は�において延滞金の割合の変更が２回

以上ある場合は、�及び�中「年 パーセント」の下

に「、 年 月 日から 年 月 日まで

年 パーセント」を適宜追加して記載すること。

３ 省略

２ （督促状）

（表） 省略

（裏）

省略

注意

１ 省略

省略

注意

１ 省略
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２ 延滞金は、税額が２，０００円以上であるものについて、納

期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）に対し、納

期限の翌日から 年 月 日までの期間については

年 パーセント、 年 月 日以後の期間について

は年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以

後の期間については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセ

ントの割合と当該各年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に

規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算してく

ださい。計算して得た額に１００円未満の端数がある場合又

は全額が１，０００円未満である場合は、これを切り捨ててく

ださい。

３・４ 省略

２ 延滞金は、税額が２，０００円以上であるものについて、納

期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）に対し、納

期限の翌日から 年 月 日までの期間については

年 パーセント、 年 月 日以後の期間について

は年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以

後の期間については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセ

ントの割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算してく

ださい。計算して得た額に１００円未満の端数がある場合又

は全額が１，０００円未満である場合は、これを切り捨ててく

ださい。

３・４ 省略

備考 省略

第１０号様式（第１条関係）

１ 通知書兼不足税額等納額告知書

（表）

省略

備考 省略

第１０号様式（第１条関係）

１ 通知書兼不足税額等納額告知書

（表）

省略

省略 省略 省略 省略 省略 省略

省略 省略

不足税額及び加算金額に延滞金を

加算して納付してください。なお、

事業税及び特別法人事業税（地方法

人特別税）に係る延滞金の計算につ

いては、事業税及び特別法人事業税

（地方法人特別税）の合算額によつ

て行つてください。また、延滞金

は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、法定納期限の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、

当該不足税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、当該不

足税額に年１４．６パーセントの割合

（法定納期限の翌日から当該不足税

額の指定納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年

７．３パーセントの割合）で計算してく

ださい。計算して得た額に１００円未満

の端数がある場合又は金額が１，０００円

未満である場合は、これを切り捨て

てください。

注意１ 省略

２ 平成２６年１月１日から令和

２年１２月３１日までの期間につ

いては、各年ごとにそれぞれ

当該年の前年に所得税法等の

一部を改正する法律（令和２

年法律第８号）による改正前

の租税特別措置法（昭和３２年

不足税額及び加算金額に延滞金を

加算して納付してください。なお、

事業税及び特別法人事業税（地方法

人特別税）に係る延滞金の計算につ

いては、事業税及び特別法人事業税

（地方法人特別税）の合算額によつ

て行つてください。また、延滞金

は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、法定納期限の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、

当該不足税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、当該不

足税額に年１４．６パーセントの割合

（法定納期限の翌日から当該不足税

額の指定納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年

７．３パーセントの割合）で計算してく

ださい。計算して得た額に１００円未満

の端数がある場合又は金額が１，０００円

未満である場合は、これを切り捨て

てください。

注意１ 省略

２ 平成２６年１月１日以後

の期間につ

いては、各年ごとにそれぞれ

当該年の前年に

租税特別措置法（昭和３２年

省略 省略

省略 省略

省略 省略
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法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算

した割合（以下「特例基準割

合」という。）が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合に

は、その年（以下「特例基準

割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセント

の割合にあつては当該特例基

準割合適用年における特例基

準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあつては

年７．３パーセントの割合と当該

特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合との

うちいずれか低い割合として

計算してください。

３ 令和３年１月１日以後の期

間については、各年ごとにそ

れぞれ租税特別措置法第９３条

第２項に規定する平均貸付割

合に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「延滞金

特例基準割合」という。）が

年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、その年中にお

いては、年１４．６パーセントの

割合にあつてはその年におけ

る延滞金特例基準割合に年７．３

パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの

割合にあつては年７．３パーセン

トの割合と当該延滞金特例基

準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合とのうちい

ずれか低い割合として計算し

てください。

法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算

した割合（以下「特例基準割

合」という。）が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合に

は、その年（以下「特例基準

割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセント

の割合にあつては当該特例基

準割合適用年における特例基

準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあつては

年７．３パーセントの割合と当該

特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合との

うちいずれか低い割合として

計算してください。

（裏） 省略

備考 省略

２ （通知書兼不足金額等納額告知書）県民税（利子割、配当割

及び株式等譲渡所得割分）及びゴルフ場利用税に係る分

（裏） 省略

備考 省略

２ （通知書兼不足金額等納額告知書）県民税（利子割、配当割

及び株式等譲渡所得割分）及びゴルフ場利用税に係る分

省略 省略

上記の不足金額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納入（納付）してください。な

お、延滞金は、不足金額が２，０００円以上であるものに

ついて、 年 月 日から納入（納付）の日まで

の期間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の

端数は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日か

ら 年 月 日までの期間については年 パーセ

省略 上記の不足金額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納入（納付）してください。な

お、延滞金は、不足金額が２，０００円以上であるものに

ついて、 年 月 日から納入（納付）の日まで

の期間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の

端数は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日か

ら 年 月 日までの期間については年 パーセ

省略
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ント、 年 月 日以後の期間については年 パ

ーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の期

間については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセント

の割合と当該各年の延滞金特例基準割合（ 租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に

規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を

加算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計

算してください。計算して得た額に１００円未満の端数

がある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、こ

れを切り捨ててください。

ント、 年 月 日以後の期間については年 パ

ーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の期

間については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセント

の割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を

加算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計

算してください。計算して得た額に１００円未満の端数

がある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、こ

れを切り捨ててください。

省略 省略

備考 １・２ 省略

３ １０月又は１１月（ゴルフ場利用税にあつては、１１月又

は１２月）に通知する場合において、この通知に係る納

期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を

経過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間

については年 パーセント」とあるのは「までの期間

については年 パーセント（当該期間のうち 年

１月１日以後の期間については、年７．３パーセントの

割合と 年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの

割合を加算した割合とのうちいずれか低い割合）」

と、「延滞金特例基準割合（ 租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均

貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割合」と記

載すること。

４・５ 省略

３ （通知書兼不足税額等納額告知書）県たばこ税に係る分

備考 １・２ 省略

３ １０月又は１１月（ゴルフ場利用税にあつては、１１月又

は１２月）に通知する場合において、この通知に係る納

期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を

経過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間

については年 パーセント」とあるのは「までの期間

については年 パーセント（当該期間のうち 年

１月１日以後の期間については、年７．３パーセントの

割合と 年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセントの

割合を加算した割合とのうちいずれか低い割合）」

と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告

示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「特例基準割合 」と記

載すること。

４・５ 省略

３ （通知書兼不足税額等納額告知書）県たばこ税に係る分

省略 省略

上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。なお、延滞

金は、不足金額が２，０００円以上であるものについて、

年 月 日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数は、切り捨て

る。）に対し、 年 月 日から 年 月

日までの期間については年 パーセント、 年

月 日以後の期間については年 パーセント（当該期

間のうち 年１月１日以後の期間については、各

年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該各年

の延滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付

割合 に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算した割合との

うちいずれか低い割合）の割合で計算してください。

計算して得た額に１００円未満の端数がある場合又は全

額が１，０００円未満である場合は、これを切り捨ててく

ださい。

省略 上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。なお、延滞

金は、不足金額が２，０００円以上であるものについて、

年 月 日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数は、切り捨て

る。）に対し、 年 月 日から 年 月

日までの期間については年 パーセント、 年

月 日以後の期間については年 パーセント（当該期

間のうち 年１月１日以後の期間については、各

年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該各年

の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算した割合との

うちいずれか低い割合）の割合で計算してください。

計算して得た額に１００円未満の端数がある場合又は全

額が１，０００円未満である場合は、これを切り捨ててく

ださい。

省略

省略 省略
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備考 １ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に

係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から

１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「まで

の期間については年 パーセント」とあるのは「まで

の期間については年 パーセント（当該期間のうち

年１月１日以後の期間については、年７．３パーセ

ントの割合と 年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割

合」と記載すること。

３・４ 省略

４ （通知書兼不足金額等納額告知書）軽油引取税に係る分

備考 １ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に

係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から

１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「まで

の期間については年 パーセント」とあるのは「まで

の期間については年 パーセント（当該期間のうち

年１月１日以後の期間については、年７．３パーセ

ントの割合と 年の特例基準割合（当該年の前年

に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項の規定により告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）」とあるのは「特例基準割合

」と記載すること。

３・４ 省略

４ （通知書兼不足金額等納額告知書）軽油引取税に係る分

省略 省略

上記の不足金額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納入（納付）してください。な

お、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるものに

ついて、 年 月 日から納入（納付）の日まで

の期間の日数に応じ、当該不足額（１，０００円未満の端

数は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略 上記の不足金額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納入（納付）してください。な

お、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるものに

ついて、 年 月 日から納入（納付）の日まで

の期間の日数に応じ、当該不足額（１，０００円未満の端

数は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略

省略 省略

備考 １ 省略

２ １１月又は１２月に通知する場合において、この通知に

係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から

１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「まで

の期間については年 パーセント」とあるのは「まで

の期間については年 パーセント（当該期間のうち

年１月１日以後の期間については、年７．３パーセ

ントの割合と 年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特別

備考 １ 省略

２ １１月又は１２月に通知する場合において、この通知に

係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から

１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「まで

の期間については年 パーセント」とあるのは「まで

の期間については年 パーセント（当該期間のうち

年１月１日以後の期間については、年７．３パーセ

ントの割合と 年の特例基準割合（当該年の前年

に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項の規定により告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特別
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措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割

合」と記載すること。

３・４ 省略

５ （通知書兼不足税額等納額告知書）自動車税の環境性能割に

係る分

措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）」とあるのは「特例基準割合

」と記載すること。

３・４ 省略

５ （通知書兼不足税額等納額告知書）自動車税の環境性能割に

係る分

省略 省略

上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。なお、延滞

金は、不足税額が２，０００円以上であるものについて、

年 月 日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数は、切り捨て

る。）に対し、 年 月 日から 年 月

日までの期間については年 パーセント、 年

月 日以後の期間については年 パーセント（当該期

間のうち 年１月１日以後の期間については、各

年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該各年

の延滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付

割合 に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算した割合との

うちいずれか低い割合）の割合で計算してください。

計算して得た額に１００円未満の端数がある場合又は全

額が１，０００円未満である場合は、これを切り捨ててく

ださい。

省略 上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。なお、延滞

金は、不足税額が２，０００円以上であるものについて、

年 月 日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数は、切り捨て

る。）に対し、 年 月 日から 年 月

日までの期間については年 パーセント、 年

月 日以後の期間については年 パーセント（当該期

間のうち 年１月１日以後の期間については、各

年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの割合と当該各年

の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示さ

れた割合に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。）に年７．３パーセントの割合を加算した割合との

うちいずれか低い割合）の割合で計算してください。

計算して得た額に１００円未満の端数がある場合又は全

額が１，０００円未満である場合は、これを切り捨ててく

ださい。

省略

省略 省略

備考 １ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に

係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から

１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「まで

の期間については年 パーセント」とあるのは「まで

の期間については年 パーセント（当該期間のうち

年１月１日以後の期間については、年７．３パーセ

ントの割合と 年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割

合」と記載すること。

３・４ 省略

６・７ 省略

第１５号様式（第１条関係）

（納入申告書）

省略

備考 １ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に

係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から

１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「まで

の期間については年 パーセント」とあるのは「まで

の期間については年 パーセント（当該期間のうち

年１月１日以後の期間については、年７．３パーセ

ントの割合と 年の特例基準割合（当該年の前年

に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２

項の規定により告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下同じ。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合とのうちいずれか低い割

合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。）」とあるのは「特例基準割合

」と記載すること。

３・４ 省略

６・７ 省略

第１５号様式（第１条関係）

（納入申告書）

省略

省略 省略

備考１ 省略 備考１ 省略
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（愛媛県資源循環促進税条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県資源循環促進税条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７５条の２、第７５

条の３又は附則第１２条の２の規定によりゴルフ場利用税

の非課税の対象となる者については、「非課税分」欄に

記載してください。

２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７５条の２又は第

７５条の３ の規定によりゴルフ場利用税

の非課税の対象となる者については、「非課税分」欄に

記載してください。

改 正 後 改 正 前

様式第１２号（第２条関係） 資源循環促進税通知書兼納額告知書

（その１） 課税標準重量等の更正又は決定をした場合

様式第１２号（第２条関係） 資源循環促進税通知書兼納額告知書

（その１） 課税標準重量等の更正又は決定をした場合

省略 省略

上記の不足金額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付（納入）してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付（納入）の日

までの期間の日数に応じ、当該不足額（１，０００円未満

の端数は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日

から 年 月 日までの期間については年 パー

セント、 年 月 日以後の期間については年

パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセン

トの割合と当該各年の延滞金特例基準割合（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項

に規定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で

計算してください。計算して得た額に１００円未満の端

数がある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、

これを切り捨ててください。

省略 上記の不足金額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付（納入）してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付（納入）の日

までの期間の日数に応じ、当該不足額（１，０００円未満

の端数は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日

から 年 月 日までの期間については年 パー

セント、 年 月 日以後の期間については年

パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセン

トの割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項

の規定により告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で

計算してください。計算して得た額に１００円未満の端

数がある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、

これを切り捨ててください。

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の延

滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割合」と記載す

ること。

４・５ 省略

（その２）・（その３） 省略

注１・２ 省略

３ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の特

例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「特例基準割合 」と記載す

ること。

４・５ 省略

（その２）・（その３） 省略
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（愛媛県核燃料税条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成３１年愛媛県規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第２条関係）

（その１）価額割用

様式第２号（第２条関係）

（その１）価額割用

省略 省略

上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略 上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略

省略 省略

備考

１ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の延

滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割合」と記載す

ること。

３・４ 省略

（その２）出力割用

備考

１ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の特

例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「特例基準割合 」と記載す

ること。

３・４ 省略

（その２）出力割用

省略 省略

上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数

省略 上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数

省略
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は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略 省略

備考

１ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の延

滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割合」と記載す

ること。

３・４ 省略

（その３）核燃料物質重量割用

備考

１ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の特

例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「特例基準割合 」と記載す

ること。

３・４ 省略

（その３）核燃料物質重量割用

省略 省略

上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の延滞金特例基準割合（ 租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規

定する平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略 上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して

年 月 日までに納付してください。

なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるも

のについて、 年 月 日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数

は、切り捨てる。）に対し、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセン

ト、 年 月 日以後の期間については年 パー

セント（当該期間のうち 年１月１日以後の期間

については、各年ごとにそれぞれ年１４．６パーセントの

割合と当該各年の特例基準割合（当該年の前年に租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規

定により告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。）に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とのうちいずれか低い割合）の割合で計算

してください。計算して得た額に１００円未満の端数が

ある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これ

を切り捨ててください。

省略
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附 則

１ この規則は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第１条中愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第１５号様式の改正規定は、公布の日

から施行する。

２ この規則施行の際現に交付している改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による

書類とみなす。

�愛媛県規則第４７号
家畜伝染病予防法施行細則及び愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

家畜伝染病予防法施行細則及び愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

（家畜伝染病予防法施行細則の一部改正）

第１条 家畜伝染病予防法施行細則（昭和２８年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

備考

１ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の延

滞金特例基準割合（ 租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合 に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「延滞金特例基準割合（ 租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

平均貸付割合 に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「延滞金特例基準割合」と記載す

ること。

３・４ 省略

（その４） 省略

備考

１ 省略

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る

納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経

過する日の属する年が異なる場合は、「までの期間につい

ては年 パーセント」とあるのは「までの期間については

年 パーセント（当該期間のうち 年１月１日以後の

期間については、年７．３パーセントの割合と 年の特

例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合とのうちいずれか

低い割合）」と、「特例基準割合（当該年の前年に租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。）」とあるのは「特例基準割合 」と記載す

ること。

３・４ 省略

（その４） 省略

改 正 後 改 正 前

（検査、注射等の猶予）

第４条 法第４条の２第３項若しくは第５項、第５条第１項、第６

条第１項又は第３１条第１項の規定による検査、注射、薬浴又は投
べん

薬を受けるべき家畜が疾病、分娩その他やむを得ない理由で当該

検査、注射、薬浴又は投薬を受けることができないときは、家畜

の所有者又は管理者は実施期日の前日（同項 の場合にあつて

は、実施前）までに、理由を示して、所轄の家畜保健衛生所長に

届け出て、その承認を受けなければならない。

第６条 省略

（特定症状を呈している家畜についての届出）

第７条 法第１３条の２第１項の規定による農林水産大臣の指定する

症状を呈している家畜についての届出は、文書によるときは、別

記様式第５号の届出書によつてするものとする。

第８条 省略

第９条 省略

（検査、注射等の猶予）

第４条 法第４条の２第３項若しくは第５項、第５条第１項、第６

条第１項又は第３１条 の規定による検査、注射、薬浴又は投
べん

薬を受けるべき家畜が疾病、分娩その他やむを得ない理由で当該

検査、注射、薬浴又は投薬を受けることができないときは、家畜

の所有者又は管理者は実施期日の前日（法第３１条の場合にあつて

は、実施前）までに、理由を示して、所轄の家畜保健衛生所長に

届け出て、その承認を受けなければならない。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略
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（と殺に関する指示等）

第１０条 家畜防疫員は、法第１６条第１項の規定による指示をした場

合又は同条第３項の規定によりと殺をした場合

は、当該指示又はと殺に係

る事項を電話又はこれに準ずる方法により、直ちに知事及び所轄

の家畜保健衛生所長に報告しなければならない。

（と殺処分又は病性鑑定のための処分）

第１１条 省略

２ 知事は、前項の報告に基づき、家畜伝染病のまん延防止又は病

性鑑定のため同項の処分を行う必要があると認めたときは、当該

家畜の所有者又は家畜防疫員に別記様式第６号の殺処分命令書又

は剖検命令書を交付する。

３・４ 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

（発掘の許可申請）

第１４条 法第２４条ただし書の規定により家畜の死体等の発掘の許可

を受けようとする者は、別記様式第７号の申請書を知事に提出し

なければならない。

（家畜等の移動その他の制限）

第１５条 知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があると

認めるときは、法第３２条から第３４条まで の規定に基づ

き、家畜等の移動を禁止し、若しくは制限し、家畜集合施設の開

催等を停止し、若しくは制限し、又は家畜の放牧、種付若しくは

ふ卵を停止し、若しくは制限する。

２ 省略

（動物用生物学的製剤の使用許可申請）

第１６条 法第５０条の規定により動物用生物学的製剤の使用許可を受

けようとする者は、別記様式第８号の申請書を所轄の家畜保健衛

生所長に提出しなければならない。

（動物用生物学的製剤の使用許可）

第１７条 前条の申請に基づき許可を与える場合は、別記様式第９号

による許可書を交付する。

第１８条 省略

（家畜保健衛生所長に対する事務委任）

第１９条 次に掲げる知事の権限は、家畜保健衛生所長に委任する。

�～� 省略

� 法第７条（法第３１条第３項において準用する場合を含む。）

の規定により検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示を付

させること。

� 法第８条（法第３１条第３項において準用する場合を含む。）

の規定により検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を

交付すること。

�～� 省略

様式第４号 省略

様式第５号（第７条関係） 特定症状届出書

（と殺に関する指示等）

第９条 家畜防疫員は、法第１６条第１項の規定による指示をした場

合、同条第３項 の規定によりと殺をした場合又は省令第２７条第

１号の規定によりと殺を免除した場合は、当該指示又はと殺に係

る事項を電話又はこれに準ずる方法により、直ちに知事及び所轄

の家畜保健衛生所長に報告しなければならない。
�

（と殺処分又は病性鑑定のための処分）

第１０条 省略
� �

２ 知事は、前項の報告に基づき、家畜伝染病のまん延防止又は病

性鑑定のため前項の処分を行う必要があると認めたときは当該

家畜の所有者又は家畜防疫員に別記様式第５号の殺処分命令書又

は剖検命令書を交付する。

３・４ 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

（発掘の許可申請）

第１３条 法第２４条但書 の規定により家畜の死体等の発掘の許可

を受けようとする者は、別記様式第６号の申請書を知事に提出し

なければならない。

（家畜等の移動その他の制限）

第１４条 知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があると

認めるときは、法第３２条、同第３３条又は同第３４条の規定に基き

、家畜等の移動を禁止し、若しくは制限し、家畜集合施設の開

催等を停止し、若しくは制限し、又は家畜の放牧、種付又は、ふ

卵 を停止し、若しくは制限する。

２ 省略

（動物用生物学的製剤の使用許可申請）

第１５条 法第５０条の規定により動物用生物学的製剤の使用許可を受

けようとする者は、別記様式第７号の申請書を所轄の家畜保健衛

生所長に提出しなければならない。

（動物用生物学的製剤の使用許可）

第１６条 前条の申請に基づき許可を与える場合は、別記様式第８号

による許可書を交付する。

第１７条 省略

（家畜保健衛生所長に対する事務委任）

第１８条 次に掲げる知事の権限は、家畜保健衛生所長に委任する。

�～� 省略

� 法第７条（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示を付

させること。

� 法第８条（法第３１条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を

交付すること。

�～� 省略

様式第４号 省略

特定症状届出書

年 月 日

家畜保健衛生所長 様

届出者
住 所

氏 名

家畜の所有者 氏 名 又 は 名 称
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住 所

特 定 症 状 の 内 容

種 類

性

家 畜
年 齢

（ 不 明 の と き

は、推定年齢）

所 在 の 場 所

発 見 の 年 月 日 時 年 月 日 時

発 見 時 に お け る 同 一 の 農

場 の そ の 他 の 家 畜 の 状 態

備 考

様式第６号（第１１条関係）

様式第６号（その１） 省略

様式第６号（その２） 省略

様式第７号（第１４条関係） 発掘許可申請書

省略

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）

申請者

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

省略

注 省略

様式第８号（第１６条関係） 動物用生物学的製剤使用許可申請書

様式第８号（その１）

様式第５号（第１０条関係）

様式第５号（その１） 省略

様式第５号（その２） 省略

様式第６号（第１３条関係） 発掘許可申請書

省略

住所

氏名 �

省略

注 省略

様式第７号（第１５条関係） 動物用生物学的製剤使用許可申請書

様式第７号（その１）

動物用生物学的製剤使用許可申

請書（豚熱予防液 以外用）

省略

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）

申請者

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

動物用生物学的製剤使用許可申

請書（豚コレラ予防液以外用）

省略

住所

氏名 �

省略 省略

注 省略

様式第８号（その２）

注 省略

様式第７号（その２）

動物用生物学的製剤使用許可申請書（豚熱予防液 用）

省略

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）

申請者

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名） �

動物用生物学的製剤使用許可申請書（豚コレラ予防液用）

省略

住 所

氏 名 �

省略 省略

６ 使用する

農場の飼

養 頭 数

（頭）

繁殖豚

（候補豚を

含む。）

種雄豚

（候補豚を

含む。）

６ 使用する

農場の飼

養 頭 数

（頭）

種雄豚 母 豚

省略 省略
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（愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条中家畜伝染病予防法施行細則第４条の改正規定及び同規則第１８条の改正規定（同条

を第１９条とする部分を除く。）は、令和３年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第４８号
愛媛県家畜保健衛生所手数料規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県家畜保健衛生所手数料規則の一部を改正する規則

愛媛県家畜保健衛生所手数料規則（昭和４０年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

注 省略

様式第９号（第１７条関係） 動物用生物学的製剤使用許可書

省略

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

注 省略

注 省略

様式第８号

省略

住 所

氏 名

省略

注 省略

改 正 後 改 正 前

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 結核検査 １頭につき２１０円

� ブルセラ症検査 １頭につき２００円

� 省略

� トリコモナス症検査 １頭につき２２０円

� 省略

� トキソプラズマ症検査 １頭につき２２０円

� 家きんサルモネラ症検査 １羽につき５０円

� 省略

	 ピロプラズマ症検査 １頭につき２１０円


～� 省略

３ 省略

４ 条例別表４の表２９の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

	 豚熱予防 （生ワクチン）の注射 １頭につき３３０円


 省略

� ニューカッスル病予防（不活化ワクチン）の注射 １羽につ

き２０円

～� 省略

５・６ 省略

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 結核病検査 １頭につき２１０円

� ブルセラ病検査 １頭につき２００円

� 省略

� トリコモナス病検査 １頭につき２２０円

� 省略

� トキソプラズマ病検査 １頭につき２２０円

� 家きんサルモネラ感染症検査 １羽につき５０円

� 省略

	 ピロプラズマ病検査 １頭につき２１０円


～� 省略

３ 省略

４ 条例別表４の表２９の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

�～� 省略

	 豚コレラ予防（生ワクチン）の注射 １頭につき３３０円


 省略

� ニューカッスル症予防（不活化ワクチン）の注射 １羽につ

き２０円

～� 省略

５・６ 省略
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告 示

�愛媛県告示第８１４号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

令和２年７月１４日

�������
�愛媛県告示第８１５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８１６号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

伊予市双海町上灘字惣別當庚１１７の８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８１７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

令和２年７月１４日から２７日まで

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

家畜保健衛生所使用料及び手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０

号）第３条の規定により知事が定める手数料の額は次のとおりとす

る。

１・２ 省略

３ 点数表の種別欄に掲げるもの以外の診療その他の行為

ア 妊娠鑑定 １件につき １，０００円

イ 省略

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

家畜保健衛生所使用料及び手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０

号）第３条の規定により知事が定める手数料の額は次のとおりとす

る。

１・２ 省略

３ 点数表の種別欄に掲げるもの以外の診療その他の行為

ア 初診料 １件につき １，５００円

イ 妊娠鑑定 同 １，０００円

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

キ 省略

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和２
年７月
２日

愛媛県
第１２９６
号

副産石
灰肥料

鉄入り
副産石
灰肥料

アルカ
リ分
３８．０
く溶性
苦土
３．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 下畑地の一部 平成２９年度から
令和元年度まで

宇和島市津島町下
畑地の一部の地籍
図及び地籍簿

八幡浜市 日土町５・８番
耕地の一部

平成３０年度から
令和元年度まで

八幡浜市（日土町
５・８番耕地の一
部）の地籍図及び
地籍簿

八幡浜市 古町・広瀬・大
谷口の一部

平成３０年度から
令和元年度まで

八幡浜市（古町・
広瀬・大谷口の一
部）の地籍図及び
地籍簿

大洲市 沖浦第６計画区 平成３０年度から
令和元年度まで

大洲市（沖浦第６
計画区）の地籍図
及び地籍簿

大洲市 宇津第４計画区 平成３０年度から
令和元年度まで

大洲市（宇津第４
計画区）の地籍図
及び地籍簿

四国中央市 富郷町寒川山３ 平成３０年度から
令和元年度まで

四国中央市（富郷
町寒川山３）の地
籍図及び地籍簿
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�愛媛県告示第８１８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

愛媛県松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡愛南町福浦１８６７番から南宇和郡愛南町麦ヶ浦５番

までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から４５点までを順次直線で結んだ線及び４５点と１

点を結ぶ春分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル 平成

３１年３月２１日現在）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（南宇和郡愛南町福浦１８６４番１地先 堤に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５４分５７秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

１点は、基点から真北１２４度０２分５０秒、２８．４８メートルの地

点

２点は、１点から真北５６度３２分４２秒、３．６７メートルの地点

３点は、２点から真北５４度２０分３３秒、６．１２メートルの地点

４点は、３点から真北５１度４７分４７秒、４．８３メートルの地点

５点は、４点から真北５０度２０分０９秒、４．８８メートルの地点

６点は、５点から真北４９度０７分４３秒、８．５１メートルの地点

７点は、６点から真北４８度１６分２０秒、７．０１メートルの地点

８点は、７点から真北４７度２２分４３秒、６．４７メートルの地点

９点は、８点から真北４８度４６分４６秒、６．１９メートルの地点

１０点は、９点から真北５１度４８分４２秒、７．３８メートルの地点

１１点は、１０点から真北５６度０４分４７秒、６．０２メートルの地点

１２点は、１１点から真北６２度１９分４７秒、６．９７メートルの地点

１３点は、１２点から真北６８度０６分３５秒、７．０７メートルの地点

１４点は、１３点から真北７３度５５分２８秒、７．０７メートルの地点

１５点は、１４点から真北７９度１７分３０秒、５．９８メートルの地点

１６点は、１５点から真北８４度１２分５０秒、５．９８メートルの地点

１７点は、１６点から真北８９度１６分４６秒、６．３０メートルの地点

１８点は、１７点から真北９５度２８分２４秒、６．６７メートルの地点

１９点は、１８点から真北９９度５１分０３秒、７．３６メートルの地点

２０点は、１９点から真北１０２度３７分３５秒、５．１５メートルの地

点

２１点は、２０点から真北１０３度５５分０４秒、６．８７メートルの地

点

２２点は、２１点から真北１０３度０３分３７秒、１０．２０メートルの地

点

２３点は、２２点から真北１０３度０３分３９秒、１１．０５メートルの地

点

２４点は、２３点から真北１００度１６分４７秒、６．８１メートルの地

点

２５点は、２４点から真北９７度１７分２７秒、５．６４メートルの地点

２６点は、２５点から真北９１度５９分４７秒、６．２６メートルの地点

２７点は、２６点から真北８３度５０分００秒、４．８１メートルの地点

２８点は、２７点から真北８０度００分２７秒、５．３８メートルの地点

２９点は、２８点から真北７１度４６分４９秒、６．３０メートルの地点

３０点は、２９点から真北６６度２７分３３秒、５．６６メートルの地点

３１点は、３０点から真北６３度５６分０４秒、６．１９メートルの地点

３２点は、３１点から真北６１度１４分４５秒、１１．６９メートルの地

点

３３点は、３２点から真北６１度１４分４７秒、１１．１１メートルの地

点

３４点は、３３点から真北５９度２９分４９秒、７．０３メートルの地点

３５点は、３４点から真北６２度０７分４３秒、６．３４メートルの地点

３６点は、３５点から真北６７度１９分２０秒、７．６９メートルの地点

３７点は、３６点から真北７４度２９分１１秒、６．０４メートルの地点

３８点は、３７点から真北７８度１６分１９秒、８．７４メートルの地点

３９点は、３８点から真北７８度１５分０９秒、０．７８メートルの地点

４０点は、３９点から真北７８度１５分５９秒、５．１７メートルの地点

４１点は、４０点から真北９８度０７分１５秒、５．４５メートルの地点

４２点は、４１点から真北１００度４４分１０秒、７．７３メートルの地

点

４３点は、４２点から真北９９度０３分４３秒、２．４５メートルの地点

４４点は、４３点から真北７９度５４分３４秒、４．９５メートルの地点

４５点は、４４点から真北１６８度０６分４３秒、３．７４メートルの地

点

ウ 面積

２，１３２．０９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡愛南町福浦１８６７番から南宇和郡愛南町麦ヶ浦５番

に接する県道及び南宇和郡愛南町福浦１８６７番から南宇和郡愛

南町麦ヶ浦５番までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から８１点までを順次直線で結んだ線及び８１点と１

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町福浦１８６４番１地先 堤に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５４分５７秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

１点は、基点から真北１２５度５４分４４秒、１９．７１メートルの地

点

２点は、１点から真北５０度００分４８秒、７．５１メートルの地点

３点は、２点から真北５２度４８分１５秒、１０．１８メートルの地

点

４点は、３点から真北４８度５７分３８秒、２０．０７メートルの地

点

５点は、４点から真北５０度５９分４６秒、２７．７６メートルの地

点

６点は、５点から真北６８度１４分１０秒、２３．７２メートルの地

点

７点は、６点から真北８４度２１分０６秒、２０．５５メートルの地

点

８点は、７点から真北９７度５０分２４秒、１５．３７メートルの地

点

９点は、８点から真北１０３度０３分４４秒、３３．３９メートルの地
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点

１０点は、９点から真北９９度２５分４０秒、９．９１メートルの地点

１１点は、１０点から真北８９度２０分１３秒、１０．６２メートルの地

点

１２点は、１１点から真北７５度４３分０７秒、９．４６メートルの地点

１３点は、１２点から真北６４度３１分１５秒、１０．７４メートルの地

点

１４点は、１３点から真北３５度０４分２０秒、９．２４メートルの地点

１５点は、１４点から真北５２度３８分０９秒、１４．４２メートルの地

点

１６点は、１５点から真北７４度２３分４３秒、４３．３６メートルの地

点

１７点は、１６点から真北１９度４３分２３秒、５．９７メートルの地点

１８点は、１７点から真北１０４度３６分２１秒、２３．５１メートルの地

点

１９点は、１８点から真北１６５度２３分２７秒、１５．８６メートルの地

点

２０点は、１９点から真北１８９度０４分０３秒、１４．２５メートルの地

点

２１点は、２０点から真北２７３度５６分４１秒、７．０９メートルの地

点

２２点は、２１点から真北２７７度１９分２１秒、９．２３メートルの地

点

２３点は、２２点から真北２８２度１０分０２秒、１．７９メートルの地

点

２４点は、２３点から真北２７９度１６分０９秒、９．２９メートルの地

点

２５点は、２４点から真北２８０度３０分４２秒、０．４３メートルの地

点

２６点は、２５点から真北２７３度２６分３４秒、４．４４メートルの地

点

２７点は、２６点から真北２５７度２２分１９秒、２．８８メートルの地

点

２８点は、２７点から真北２３５度５９分１０秒、６．２１メートルの地

点

２９点は、２８点から真北２３４度１２分２１秒、９．０６メートルの地

点

３０点は、２９点から真北２２６度２７分１６秒、６．７１メートルの地

点

３１点は、３０点から真北２２９度５３分１６秒、６．２９メートルの地

点

３２点は、３１点から真北２２７度４５分１３秒、７．９０メートルの地

点

３３点は、３２点から真北２４６度４０分５８秒、９．５６メートルの地

点

３４点は、３３点から真北１６５度０５分２０秒、１．５３メートルの地

点

３５点は、３４点から真北２５４度２３分１７秒、５．１３メートルの地

点

３６点は、３５点から真北２６２度４９分０２秒、４．８７メートルの地

点

３７点は、３６点から真北３４４度１１分５４秒、１．３１メートルの地

点

３８点は、３７点から真北２６３度３０分１７秒、９．３７メートルの地

点

３９点は、３８点から真北２６０度４０分５０秒、５．８２メートルの地

点

４０点は、３９点から真北２６６度４２分１８秒、８．９４メートルの地

点

４１点は、４０点から真北２７８度５３分２９秒、９．９７メートルの地

点

４２点は、４１点から真北２８４度４１分１４秒、１３．４７メートルの地

点

４３点は、４２点から真北２８４度０９分５７秒、８．０９メートルの地

点

４４点は、４３点から真北２８２度２８分５０秒、４．８４メートルの地

点

４５点は、４４点から真北２８２度４０分４１秒、１２．０３メートルの地

点

４６点は、４５点から真北２７９度１０分４５秒、６．０４メートルの地

点

４７点は、４６点から真北２７４度５４分５２秒、２．４８メートルの地

点

４８点は、４７点から真北２７７度０５分２２秒、３．２５メートルの地

点

４９点は、４８点から真北２７１度５１分２９秒、５．７９メートルの地

点

５０点は、４９点から真北２６９度５６分２７秒、７．８８メートルの地

点

５１点は、５０点から真北２５３度３３分５６秒、２．６８メートルの地

点

５２点は、５１点から真北２５５度１８分０７秒、９．１７メートルの地

点

５３点は、５２点から真北２６１度５８分４１秒、１．３９メートルの地

点

５４点は、５３点から真北２６０度５９分１１秒、７．０８メートルの地

点

５５点は、５４点から真北２５１度５６分３５秒、３．０２メートルの地

点

５６点は、５５点から真北２４５度４８分３０秒、２．２４メートルの地

点

５７点は、５６点から真北２３７度２１分４８秒、８．２２メートルの地

点

５８点は、５７点から真北２３４度０４分２２秒、４．７３メートルの地

点

５９点は、５８点から真北２２９度５６分１５秒、１２．２３メートルの地

点

６０点は、５９点から真北２２８度３７分４６秒、６．９６メートルの地

点

６１点は、６０点から真北２２７度４４分０９秒、１０．３７メートルの地

点

６２点は、６１点から真北２３４度１３分３９秒、１．９０メートルの地

点

６３点は、６２点から真北２２６度００分２１秒、５．６４メートルの地

点

６４点は、６３点から真北２２４度３４分５９秒、２．９９メートルの地
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訓 令

点

６５点は、６４点から真北２３０度４１分２４秒、２．５７メートルの地

点

６６点は、６５点から真北２３１度５２分２５秒、２．５７メートルの地

点

６７点は、６６点から真北２３５度２５分３０秒、２．９９メートルの地

点

６８点は、６７点から真北２４６度００分５３秒、４．２５メートルの地

点

６９点は、６８点から真北２７３度１２分５８秒、０．５８メートルの地

点

７０点は、６９点から真北２４０度４５分１９秒、１．０１メートルの地

点

７１点は、７０点から真北２４７度１７分５８秒、５．０５メートルの地

点

７２点は、７１点から真北２４９度１７分１３秒、６．９２メートルの地

点

７３点は、７２点から真北２４３度０７分２６秒、０．９０メートルの地

点

７４点は、７３点から真北２４５度５７分１４秒、３．４６メートルの地

点

７５点は、７４点から真北３４３度５９分４８秒、３．７０メートルの地

点

７６点は、７５点から真北３５５度４７分３９秒、３．９９メートルの地

点

７７点は、７６点から真北３５２度５３分２６秒、３．０８メートルの地

点

７８点は、７７点から真北６６度２５分０９秒、３．５５メートルの地点

７９点は、７８点から真北６４度１６分２３秒、３．５０メートルの地点

８０点は、７９点から真北６１度４４分５６秒、４．８５メートルの地点

８１点は、８０点から真北５７度００分５２秒、４．２９メートルの地点

ウ 面積

６，８８５．７４平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 １，８２３．９１平方メートル

漁港施設用地（護岸） ３０８．１８平方メートル

４ 埋立免許年月日

令和２年７月１４日

�������
�愛媛県告示第８１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市朔日市新田土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年７月１４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第８２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市船木・泉川（池田池）土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年７月１４日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第８２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市牛渕上井手土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年７月１４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�������
�愛媛県告示第８２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市北野田土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年７月１４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�������
�愛媛県告示第８２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市南野田土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年７月１４日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県訓令第１４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

決裁区分
組

織

決裁区分

事務の 事 項 知 専決者 事務の 事 項 知 専決者
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名 種 類 事 部

長

局

長

課

長

主

幹

名 種 類 事 部

長

局

長

課

長

主

幹

畜

産

課

１～１７

省略

畜

産

課

１～１７

省略

１８ 家

畜伝

染病

予防

法の

施行

に関

する

事務

１・２ 省略 １８ 家

畜伝

染病

予防

法の

施行

に関

する

事務

１・２ 省略

３ 家畜の伝染性疾病の発生予

防に関すること。

３ 家畜の伝染性疾病の発生予

防に関すること。

� 届出伝染病についての届

出に係る市町長への通報及

び農林水産大臣への報告

（第４条第４項）

○

� 新疾病の発生に係る農林

水産大臣への報告、市町長

への通報及び検査を受ける

べき旨の命令（第４条の２

第４項、第５項）

○

� 監視伝染病検査を受ける

べき旨の命令（第５条第１

項）

○

� 省略 � 省略

� 検査結果の農林水産大臣

への報告（第５条第４項）

○

� 監視伝染病の発生予防の

ための助言及び指導（第５

条第６項）

○

� 省略 � 省略

� 注射、薬浴又は投薬を受

けるべき旨の命令（第６条

第１項）

○

	 消毒方法等の実施命令

（命令書の交付によるもの

を除く。）（第９条、家畜

伝染病予防法施行規則（以

下この部において「省令」

という。）第１５条）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 家畜の伝染性疾病の発生

予防の措置について報告及

び通報（第１２条の２）

○

� 飼養衛生管理基準の設定

等に係る農林水産大臣への

意見の具申（第１２条の３第

５項）

○  飼養衛生管理基準の設定

等に係る農林水産大臣への

意見の具申（第１２条の３第

４項）

○

� 飼養衛生管理指導等計画

の策定及び変更（第１２条の

３の４第１項、第４項、第

５項）

○
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� 定期報告に係る市町長へ

の通知（第１２条の４第２

項）

○

� 家畜の飼養に係る衛生管

理についての指導及び助言

（第１２条の５）

○

� 家畜の飼養に係る衛生管

理の方法の改善の勧告及び

命令（第１２条の６）

○

� 省略 � 省略

� 通行の制限又は遮断に係

る市町長からの報告の受理

（政令第３条第１項）

○

４ 家畜の伝染性疾病のまん延

防止に関すること。

４ 家畜伝染病 のまん延

防止に関すること。

� 患畜等の届出に係る公

示、市町長等への通報及び

農林水産大臣への報告（第

１３条第４項）

○

� 農林水産大臣の指定する

症状を呈している家畜の届

出に係る報告等（第１３条の

２第４項）

○

� 省略 	 省略


 農林水産大臣からの通知

の受理及び家畜の所有者へ

の通知（第１３条の２第５

項、第７項）

○

� 農林水産大臣からの通知

の受理並びに公示及び通報

（第１３条の２第５項、第８

項）

○

� 殺処分命令（第１７条第１

項、第１７条の２第５項）

○

� 省略 � 省略

	 省略  省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 消毒の実施等（第２５条の

２第１項、第２項）

○

� 通行の制限又は遮断（第

２５条の２第３項）

○

 省略 � 省略

� 消毒方法等の実施命令

（命令書の交付によるもの

を除く。）（第３０条、省令

第１５条）

○

� 検査、注射、薬浴又は投

薬の実施（第３１条第２項）

○
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公 告

�公 告

令和２年度において県が発注する建設工事に係る競争入札又は随

意契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に加わろうとする

者に必要な資格（以下「資格」という。）並びにその審査の申請

（以下「申請」という。）の時期及び方法等は、次のとおりである。

なお、既に令和２年度の建設工事に係る資格を有する者について

は、この公告に基づく手続は、要しない。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 工事種別

� 土木一式工事

� 建築一式工事

� 大工工事

� 左官工事

� とび・土工・コンクリート工事

� 石工事

� 屋根工事

� 電気工事

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第８畜産課の表１８の部３の項中	を�とし、�の次に次のように加える改正規定（同
項中	を�とする部分を除く。）及び同部４の項中
を�とし、�を削り、�の次に次のように加える改正規定（同項中
を�とし、�を削
る部分を除く。）は、令和３年４月１日から施行する。

� 省略 	 省略


 省略  省略

� 省略 � 省略

	 資 料 の 提 出（第３４条 の

３）

○

� 家畜伝染病のまん延防止

の措置についての報告及び

通報（第３５条）

○

 通行の制限又は遮断に係

る警察署長への通報（政令

第５条第１項、第７条）

○

� 通行の制限又は遮断に係

る施設管理者への協議（政

令第５条第２項、第７条）

○

５ その他の事項に関するこ

と。

５ その他の事項に関するこ

と。

� 省略 � 省略

� 家畜の伝染性疾病予防の

ための報告の徴収（報告請

求書の交付によるものを除

く。）（第５２条第１項、省

令第５８条ただし書）

○

� 動物等の評価額の決定に

ついての意見の具申（第５８

条第４項、政令第１１条第２

項）

○ � 動物等の評価額の決定に

ついての意見の具申（第５８

条第４項、政令第１０条第２

項）

○

� 評価人の選定（第５８条第

５項、政令第１１条第３項）

○ � 評価人の選定（第５８条第

５項、政令第１０条第３項）

○

� 評価人の意見聴取（第５８

条第５項、政令第１１条第３

項）

○ � 評価人の意見聴取（第５８

条第５項、政令第１０条第３

項）

○

１９～２６

省略

１９～２６

省略
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� 管工事

� タイル・れんが・ブロック工事

� 鋼構造物工事

� 鉄筋工事

� 舗装工事

� しゅんせつ工事

� 板金工事

� ガラス工事

	 塗装工事


 防水工事

� 内装仕上工事

� 機械器具設置工事

 熱絶縁工事

� 電気通信工事

� 造園工事

� さく井工事

� 建具工事

� 水道施設工事

� 消防施設工事

� 清掃施設工事

� 解体工事

２ 建設工事に係る競争入札等に加わることができない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれかに該当する者

� 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１

項において準用する場合を含む。）の規定により県の入札に参

加させないこととされている者

３ 資格

� 競争入札等に加わることができる者は、次のいずれかに該当

する者とする。

ア 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告

示第６０７号。以下「業者選定要領」という。）第２条の規定

による等級別格付け（以下「格付け」という。）をされた者

イ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛

媛県告示第１２７５号。以下「共同企業体要綱」という。）第１２

条第２項において例によることとされる業者選定要領の規定

による格付けをされた経常建設共同企業体

ウ 共同企業体要綱第５条から第９条までに定める資格要件を

満たすものとして、共同企業体要綱第１１条第２項の通知を受

けた特定建設工事共同企業体（特定建設工事共同企業体が加

わることができる競争入札等の場合に限る。）

エ 共同企業体要綱第２３条から第２７条までに定める資格要件を

満たすものとして、共同企業体要綱第２８条第２項の通知を受

けた地域維持型建設共同企業体（地域維持型建設共同企業体

が加わることができる競争入札等の場合に限る。）

オ 愛媛県復旧・復興建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成

３０年１０月愛媛県告示第９７１号）第５条から第９条までに定め

る資格要件を満たすものとして、同要綱第１０条第２項の通知

を受けた共同企業体（当該共同企業体が加わることのできる

競争入札の場合に限る。）

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

４ 申請の時期

新たに資格の審査を受けようとする者の申請は、執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）において、随時受け付け

る。ただし、特定建設工事共同企業体及び地域維持型建設共同企

業体に係る申請の時期については、別に公告するところによる。

５ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法

� 請求先

県のホームページ

（https://www.pref.ehime.jp/h１０９５０/５７３７/shinsa/shinsa３１_

３２.html）からダウンロードするか、又は別表の提出先に請求

する。

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� �及び�の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体及び
地域維持型建設共同企業体に係る申請書類の請求先及び提出先

については、別に公告するところによる。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

７ 特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとする者の取扱い

� 特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第１条に規定す

る特定調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札等に加わ

ろうとする者は、申請書類を提出する際に、特定調達契約に係

る競争入札等参加表明書（様式第１号。以下「参加表明書」と

いう。）を提出すること。ただし、申請書類を提出した後にお

いて、特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとするときは、

随時、参加表明書のみを提出すること。

� 参加表明書を提出した者には、資格の審査結果を特定調達契

約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書（様式第２号）に

より通知する。

８ 資格の効力

資格は、令和２年度の建設工事に係る競争入札等について効力

を有する。ただし、特定建設工事共同企業体又は地域維持型建設

共同企業体に係る資格は、それぞれ当該特定建設工事共同企業体

又は当該地域維持型建設共同企業体を結成して加わろうとする競

争入札等について効力を有する。

９ 令和３年度及び令和４年度の資格審査

令和３年度及び令和４年度の建設工事に係る競争入札等に加わ

ろうとする者の資格については、令和２年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県総務部行財政改革局行革分権課行政管理室

入札監理グループ

〒７９０―８５７０

愛 媛 県 報令和２年７月１４日 第１２２号

５７９



愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９６８―２２９４

愛 媛 県 報令和２年７月１４日 第１２２号

５８０



別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県土木部土木管理局土木管理課
〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９－９１２－２６４３

県外及び測量・建設コンサル
タント等

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所用地管理課
〒７９９－０４０４
四国中央市三島宮川四丁目６番５５号
電話番号 ０８９６－２４－４４５５（内線３０８、３０９）

四国中央市

愛媛県東予地方局建設部管理課
〒７９３－００４２
西条市喜多川７９６番地１
電話番号 ０８９７－５６－１３００（内線４０７、４０８）

新居浜市及び西条市

愛媛県東予地方局今治土木事務所管理課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線２６２、２６８）

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局建設部管理課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７６９（ダイヤルイン）

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局�万高原土木事務所用地管理課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡�万高原町�万５７１番地１
電話番号 ０８９２－２１－１２１０（内線４１５、４１６）

上浮穴郡

愛媛県南予地方局大洲土木事務所事業管理課
〒７９５－００６４
大洲市東大洲１７４
電話番号 ０８９３－２４－５１２１（内線３０４、３０６、３２２）

大洲市及び喜多郡

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所管理課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線４０６、４０７）

八幡浜市及び西宇和郡

愛媛県南予地方局西予土木事務所用地管理課
〒７９７－００１５
西予市宇和町卯之町五丁目１７５番地３
電話番号 ０８９４－６２－１３３１（内線１３４、１３５）

西予市

愛媛県南予地方局建設部管理課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－５２１１（内線４０７、４０８、４２４）

宇和島市及び北宇和郡

愛媛県南予地方局愛南土木事務所用地管理課
〒７９８－４１３１
南宇和郡愛南町城辺甲２４２０
電話番号 ０８９５－７２－１１４５（内線２０５、２０６）

南宇和郡

愛 媛 県 報令和２年７月１４日 第１２２号

５８１



様式第１号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加表明書
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様式第２号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書
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�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による令和２年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり実施する。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

令和２年９月２８日（月）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール１

令和２年１０月７日（水）午前９時３０分 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター ４階多目的ホール

令和２年１０月７日（水）午後１時３０分 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター ４階多目的ホール

令和２年１０月９日（金）午前９時３０分 八幡浜市北浜一丁目５番地１
八幡浜市民スポーツセンター サブアリーナ

令和２年１０月１９日（月）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和２年１０月２２日（木）午前９時３０分 西条市神拝甲７９番地４
西条市総合文化会館 小ホール

令和２年１０月２７日（火）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター 別館 中ホール

令和２年１１月６日（金）午前９時３０分 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局 ７階大会議室

令和２年１１月１８日（水）午前９時３０分 松山市山越町４５０番地
愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール

令和２年１２月１７日（木）午後１時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 ６階大会議室

令和２年１２月１８日（金）午後１時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 ６階大会議室

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第６
号に規定する特定事業所における危
険物施設（給油取扱所を除く。）に
おいて危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者を対象とした講習

令和２年９月２９日（火）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール１

令和２年１０月２６日（月）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター 別館 中ホール

令和２年１０月２７日（火）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター 別館 中ホール

令和２年１０月２８日（水）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター 別館 中ホール

令和２年１１月１７日（火）午後１時３０分 松山市山越町４５０番地
愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール

令和２年１２月１７日（木）午前９時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 ６階大会議室

� �及び�に掲げる危険物施設以外
の危険物施設において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

令和２年９月２９日（火）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター 多目的ホール１

令和２年１０月９日（金）午後１時３０分 八幡浜市北浜一丁目５番地１
八幡浜市民スポーツセンター サブアリーナ

令和２年１０月１９日（月）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和２年１０月２０日（火）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和２年１０月２０日（火）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町乙１２７
愛媛県紙産業技術センター 研修室

令和２年１０月２２日（木）午後１時３０分 西条市神拝甲７９番地４
西条市総合文化会館 小ホール

令和２年１０月２６日（月）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター 別館 中ホール

令和２年１１月６日（金）午後１時３０分 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局 ７階大会議室
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

平常時用大気中放射性物質濃度監視システム整備業務の委託

� 委託業務名及び数量

平常時用大気中放射性物質濃度監視システム整備業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書等による。

� 委託期間

契約日から令和３年３月１９日（金）まで

� 委託業務の履行場所

入札説明書等による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２・３・４年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、「特定

調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当するも

の

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務を委託期間内に適正かつ確実に履行できる体制が整

備されていることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 過去５年間程度に、国、地方公共団体等と種類及び規模が同

様の契約の実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３５２（ダイヤルイン）

� 入札書の受領期限

令和２年８月２４日（月）午後２時まで

ただし、郵便等による入札書の受領期限は令和２年８月２４日

（月）正午まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（https://www.pref.ehime.jp/）でのダウ

ンロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和２年８月２４日（月）午後２時

愛媛県庁第二別館３階 県民環境部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

委託業務を委託期間内に確実に履行できることを証明する書類

等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出し、入札参加

資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和２年８月１１日（火）午後５時まで

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を期間内に確実に遂行できると知事が

令和２年１１月１８日（水）午後１時３０分 松山市山越町４５０番地
愛媛県男女共同参画センター 多目的ホール

令和２年１２月１８日（金）午前９時３０分 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館 ６階大会議室

２ 受講申請書の提出期間

令和２年９月１日から各講習実施日の２日前の日まで（土、日曜日及び祝祭日を除く。）

但し、受付した危険物安全協会の管轄以外の会場で受講する場合は、各会場講習実施日の５日前（同）まで

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 受講申請書の請求先

各地区（市）危険物安全協会、各消防本部（局）、県地方局総務県民課及び県地方局支局総務県民室

� 受講申請書の提出先

各地区（市）危険物安全協会

但し、受講申請者数が各会場の定員に達した場合は、受付できませんので、あらかじめご了承ください。

その他の法定講習に関するお問合せについては、各地区（市）危険物安全協会において受付けます。
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判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条第１項の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格を

もって有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Construction of airborne radioactive materials monitoring

system during normal operation，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２４ August２０２０

（Time limit of tender by mail：１２：００ p．m．，２４ August

２０２０）

� For further information，please contact： Nuclear Safety

Division，Public Affairs and Environment Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２３５２
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生産事業者講習会の開催について

林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定に基づき、

生産事業者講習会を次のとおり行う。

令和２年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 開催の日時

令和２年９月３日（木） ９時

２ 開催の場所

上浮穴郡�万高原町菅生
愛媛県農林水産研究所 林業研究センター本館会議室

３ 受講申込期限

令和２年８月２８日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同

日までの消印があるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の請求先及び提出先

住所を所管する地方局森林林業課、支局森林林業課若しくは農

林水産部森林局森林整備課

令和２年７月１４日 発行
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